
住家被害認定運用指針改訂に伴うテキスト記載内容修正のおしらせ 

 

平素より当協会活動へのご指導・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度内閣府では、令和 6 年 5 月に住家被害認定運用指針を改訂しました。 

改訂に伴い当協会の住家被害認定士のテキストの記載内容に修正箇所がありますので、通

知致します。 

今回の主な改正は、水害において外力による損傷を受けていないケースでの浸水深による

判定の変更に伴う事柄が多くを占めています。 

 

変更点 1 

1 ページの【総則】の表が、以下の通り変更となります。 

 



 
 

変更点 2 

ここからは、水害の浸水深による判定に関する変更点になります。 

４ページの、「●水害による被害」3～４行目にかけて以下の文言が削除されます。 

・ただし、前者の場合でも、調査棟数が少ない場合等においては、第１次調査を実施せず、

第２次調査から実施することも考えられる。 

 

 



 

変更点３ 

４ページの、「●水害による被害」6～8 行目にかけての文言が以下の通りになります。 

改訂前 

なお、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一

定以上の損傷が発生している場合と、そうでない場合とで判定の方法が異なることに留意

する。 

改訂後 

なお、津波や河川の氾濫に伴う 水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されてい

る場合には判定の方法が 異なることに留意する。 

 

変更点４ 

７ページの「●水害による被害」「(2) 浸水深による判定」の文言を以下に差し替えます。 

・第１次調査において浸水深が床上 1.8m 以上のときは、住家の損害割合を 40％以上 

50％未満とし「大規模半壊」、床上１ｍ以上 1.8ｍ未満のときは、住家の損害割合を 30％以

上 40％未満とし「中規模半壊」、床上 0.1ｍ以上１ｍ未満のときは、住家の損害割合を 20％

以上 30％未満とし「半壊」、床上 0.1ｍ未満のときは、住家の 損害割合を 10％以上 20％

未満とし「準半壊」、床上まで達していないときは、住家の損害割合を 10％未満とし、「準

半壊に至らない（一部損壊）」と判定する。  

 

ただし、津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されて

いる場合※には、一見して浸水深（最も浅い部分）が床上 1.8ｍ以上のときは、住家の損害

割合を 50％以上とし「全壊」、床上１ｍ以上 1.8ｍ未満のときは、 住家の損害割合を 40％

以上 50％未満とし「大規模半壊」、床上 0.5m 以上１ｍ未満のときは、住家の損害割合を 

30％以上 40％未満とし「中規模半壊」、床上 0.5m 未満のときは、住家の損害割合を 20％

以上 30％未満とし「半壊」、床上まで達していないときは、住家の損害割合を 10％未満と

し、「準半壊に至らない（一部損壊）」と判定する。 

 

※外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の 損傷程度が 

50～100％（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当する 損傷が、外壁及び建具（サ

ッシ・ガラス・ドア）にそれぞれ１箇所以上発生している場合をいう。 

 

変更点 5 

【損傷程度の例示】木造・プレハブ【水害による被害】の、2-1～2-3 パージにかけて＜被害

認定フロー＞が変更になっておりますので、別紙「被害認定フロー新旧比較」をご参照くだ

さい。 



 

変更点 6 

「●浸水深による判定」2-7～2-8 ページを別紙の「差替ページ」に置き換えます。 

 

変更点 7 

2-7 ページ、サンプル調査による判定ですが、従来に加えて以下のケースが追加になります。 

区域内にある【木造・プレハブ】戸建ての１～２階建ての住家において、津波や河川の氾濫

に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されておらず、床上 1.8ｍ以上浸水

したことが一見して明らかな場合、サンプル調査（当該区域の四隅に立地する住家の調査）

により、当該区域内の当該住家すべてを「大規模半壊」と判定する。また、区域全体をドロ

ーンで撮影・３次元化して算出された浸水深により、明らかに床上  1.8m  以上浸水した

ことが確認できる場合も、当該区域内の当該住家すべてを「大規模半壊」と判定する 

 

変更点 8 

巻末にある水害の木造・プレハブ 「住家被害認定調査票」が別紙 「水害木造用住家被害認定

調査票新旧比較表」のとおりになります。 


